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中国各地の領事館と北京公使館等に関する約40万ページの文書群を搭載

本アーカイブは中国と近代世界に関する英国政府文書等の歴史文書を電子化して提供するアーカイブシリーズChina and the 
Modern Worldの第9集です。第9集では、近現代中国と西洋諸国の外交関係をさらに掘り下げる文書を提供すべく、地方の 
領事館と北京公使館の文書群を中心に提供します。具体的には、北部の天津、青島、大沽、煙台、済南、営口、長江流域
の寧波、漢口、杭州、鎮江、宜昌と四川省成都、南部の厦門（アモイ）、澳門（マカオ）、温州、福州、広州、昆明、台湾の 
淡水の領事館文書を集めたシリーズ、チベットとモンゴルに関する機密文書を集めたシリーズ、北京公使館文書を集めたシリーズ、
外務省領事局文書を集めたシリーズ、公使館・領事館全般に関するシリーズ、貿易監督官ヘンリー・ポティンジャー関係文書
シリーズ、北京駐在公使ジョン・ジョーダン関係文書シリーズ、外務次官エドマンド・ハモンド関係文書シリーズで、18世紀 
半ばから1970年代までの約200年間に亘る約40万ページの文書群です。これらの英国国立公文書館所蔵の文書群に加え、天津 
の英国租界の文書と写真（個人蔵）が提供されます。これらの文書にはタイプ打ち文書、手書文書が収録されていますが、光学
文字認識（OCR）と手書文字認識（HTR）の技術が実装されているため、収録文書がすべて全文検索に対応する画期的な電子
リソースです。

領事文書を通して見る開港場を拠点とする地方外交

18世紀以降、清朝は広東（広州）を唯一の貿易港として特許商人・商社に貿易を独占させていました。広東貿易体制と呼ばれる 
この管理貿易体制はアヘン戦争後の南京条約（1842）により、上海等の5港が開港することで終焉を迎え、開港場はその後中国 
各地に拡大します。貿易の拠点としての開港場の拡大に加えて、英国をはじめとする欧米諸国は清朝政府との対等な外交関係
の樹立を目指します。そのために欧米諸国が求めたのが外国公使の北京常駐と清朝政府における外交管轄部門の設置です。 
第二次アヘン戦争後の北京条約（1860）では外国公使の北京常駐が認められるとともに、1861年には外交管轄部門として総理
衙門が創設されます。これにより、欧米諸国の期待通りに清朝政府との間で近代的な外交業務を進める環境が整ったかに思わ
れました。しかし、外国を外夷として恩恵を施す対象とみなす意識は根強く、夷務としての外交は中央政府ではなく地方の開港
場を拠点とするという態度を貫く清朝政府の下で、総理衙門は機能不全に陥ります。総理衙門の代わりに実質的な外交実務を
担ったのは地方の開港場であり、19世紀後半には北洋大臣李鴻章が天津を拠点として欧米諸国との外交を統括しました。地方 
の開港場で地方官僚（道台）を相手に外交実務を担っていたのは欧米諸国の領事館です。南京条約では南部沿岸部に位置 
する広州、福州、厦門、寧波、上海、天津条約では南部の瓊州（海口）と潮州（汕頭）、北部の天津、遼東湾沿岸の牛荘（営口）、 
山東半島の芝罘（煙台）、長江流域の漢口、九江、南京、鎮江、台湾の淡水、マーガリー事件後の芝罘条約（1876）では蕪湖 
と宜昌の開港がそれぞれ定められ、外国領事館が設置されました。その後も開港場と外国領事館の設置は各地に広まりました。
20世紀に入り、総理衙門の外務部への改組（1901）を経て、中華民国時代には在外公館で経験を積んだ外交官を擁する外交部 
が近代的な政府機関として整備される一方で、地方では交渉署が設置され、中央政府から派遣された交渉員が各国領事と
の交渉に当たりました。こうして清朝末期から民国期にかけて、地方官僚と外国領事の間で開港場を拠点とする独自の地方 
外交が形成され、中央の視点ではない現場に即した地方の実情把握が進みました。近代中国と欧米諸国の外交関係を研究 
する上で、地方の開港場が決定的に重要であると言われる所以です。本アーカイブでは各地の領事文書を通じて開港場を拠点
とする地方外交の実情を浮き彫りにします。

近現代中国史における国民経済形成と経済的分立化の 
緊張関係を浮き彫りにする画期的文書群

清朝末期から民国期にかけて、有力地方官僚の下で中央から相対的に独立した地方経済圏が開港場を中心に形成されました。
地方経済圏では中央政府の統制外で、独自の税制や通貨発行や商慣行が実施されていました。地域毎の経済的分立状態は、
英国人の眼には自由な通商活動を阻害する要因として映り、中央政府を動かし是正を試みますが、中央政府の統制が及ばない 
中で、各地で英国企業と地方政府間で通商に関わるトラブルが頻発しました。これらの通商トラブルを解決するために、地方 
官僚と領事、領事と北京公使館、北京公使館と外務部・外交部で夥しい数の通信記録が交わされました。中央では賠償金
や軍事費による巨額債務を負った政府が、税制改革や地方税廃止や関税自主権回復を通じて中央集権的で近代的な財政の 
整備に努めるものの、中央政府による中央集権化や国民経済形成の試みは、これに対抗する地方割拠の動きの中で一筋縄 
では進みません。本アーカイブは近現代中国史における国民経済形成の動きと経済的分立化の動きの緊張関係を中央・地方
双方と向き合った英国外交官たちの文書を通じて浮き彫りにする画期的文書群です。
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コレクションと収録文書（例）

英国人外交官を悩ませたのが、清朝役人の決断の遅さや先延ばし。左は寧波副領事シンクレアの書簡で「中国人は先延ばしを好み、その仕事はしばしば遅れる」
と述べている（FO 670/51）。領事の主要な交渉相手は地方官僚の道台。左から 2 つめはアヘン代金支払と輸送に関する寧波道台からクーパー寧波領事宛書簡 

（FO 670/157）。その右はキリスト教改宗者の中国人に対する迫害に関するオブライエン・バトラーの寧波道台宛書簡（FO 670/159）。領事が直接外務省に書簡 
を送ることもあった。右は太平天国による破壊を伝える広東領事ロバートソンの外務事務次官ハモンド宛書簡（FO 391/8）。

夷務の時代から洋務の時代へ ～清朝役人の先延ばし、道台と領事の交信、太平天国の乱～

英国は 1904 年チベットに侵入し、チベットとラサ条約を締結したが、チベットに対する宗主権を持つ清朝との間で外交問題に発展した。左は駐清公使アーネスト・ 
サトウからランズダウン外相宛書簡で、外務部総理大臣慶親王と会談し天津道台の唐紹儀をチベットに派遣し英国との交渉に当たらせることになったことを伝える 

（FO 535/5）。清朝末期、外国借款を通じた外国資本による鉄道敷設というスキームに対して、自国の民間資本による鉄道敷設を試みる鉄道自弁建設運動が 
地方で発生した。左から 2 つめは広東九龍鉄道と蘇州寧波鉄道に関するサトウ公使と慶親王の会談記録で、地元民が自弁での建設を望んでいると述べている 

（FO 666/28）。左から 3 つめは外務部からジョーダン公使宛書簡の英訳で、地方政府が外国借款を得る場合、皇帝への陳情書を要するが、陳情書なしで外国借款を 
獲得した事例がチベットで発生した件に触れ、このような事例で借款の返還が不可能になっても、清朝政府は責任を負わないと通告している（FO 670/179）。 
右は外国企業の要請を受け、外資系工場で製粉された小麦粉に釐金課税の免除に向けて清朝政府を動かすことを求める漢口総領事 E.H. フレイザーのジョーダン 
公使宛書簡と釐金を免除することを伝える外務部からジョーダン公使宛書簡の翻刻（FO 670/181）。

外務部設立と外務の時代 ～チベット問題、鉄道自弁建設運動、外国借款、外国企業による釐金免除要請～

民国初期の袁世凱政権は財政危機に陥っていた。左はジョーダン公使のラングレー外務省事務次官宛書簡で、中国は今や債務不履行状態にあると述べている 
（FO 350/8）。財政危機の打開策として打ち出されたのが塩税改革。塩税を借款の担保とするもので、リチャード・デーンが改革の陣頭指揮を取った。左から 2 つ目は
ジョーダン公使からラングレー事務次官宛書簡で、改革は成功し歳入が大幅に増加していると述べている（FO 350/12）。地方政府による違法課税も外国を悩ませた。 
左から 3 つ目は英国公使館から北京政府外交総長顧維鈞宛書簡で、英系タバコ会社の華人販売員が浙江省政府発行の収入印紙がないとの不当な理由で商品の販売を
妨害されたと苦情を述べている（FO 670/198）。右は同じく顧維鈞宛書簡で、福建省政府が酒類に20%の課税をしていると苦情を述べている（FO 670/198）。

民国前期 ～袁世凱政権の財政危機、リチャード・デーンの塩税改革、地方政府による違法課税～
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外国企業は地方政府から様々な税を課された。左は寧波領事の照会を受け、漢口のアジア石油会社が領事に返信した書簡で、釐金や落地税（Loti Shui）等、灯油 
に課される税について解説している（FO 670/196）。1925 年の北京関税特別会議では中国の関税自主権回復が議題に上った。左から 2 つ目は南京総領事の 
ロナルド・マクリー駐華公使宛書簡で、関税収入の増加が中央・地方政府に歳入増加を齎し、中央・地方間の財政分割スキームを構築することで、中国統一への
重要なステップになると述べている（FO 385/18）。左から 3 つ目はマクリー公使から領事宛書簡で、北京会議で中国の関税自主権回復が原則合意に至ったと 
述べている（FO 670/209）。北京会議では釐金廃止も議題に上がった。右は英国公使館からオースティン・チェンバレン外相宛書簡で、釐金廃止を補填する 
課税案を英国代表団が提出したことを述べている（FO 670/212）。

民国前期（続） ～各種地方税、北京関税特別会議、関税自主権、釐金廃止～

財政面での中央政府の統制は南京政府財政部長宋子文の下で強化された。左は宋子文財政部長から地方政府宛通達で、輸入税の課された灯油に対する地方政府
による追加課税の禁止を要請している（FO 670/228）。左から 2 つ目は寧波領事からマイルズ・ランプソン駐華公使宛書簡で、地方政府の地方税を南京国民
政府に提供することで宋子文財政部長と地方政府の間で合意に至ったことを伝えている（FO 670/219）。南京国民政府の財政改革の立役者が宋子文であると 
すれば、外交の立役者は租界回収政策を推進した外交部長王正廷。左から 3 つ目は鎮江の英国租界回収に関するランプソン公使と王正廷外交部長の交換公文 

（FO 670/225）。1932 年の第一次上海事変後、英国を仲介として日中停戦協定が結ばれた。右は停戦協議の記録（FO 676/115）。

民国後期 ～南京国民政府財政部長宋子文の財政改革、外交部長王正廷の租界回収政策、第一次上海事変～

中華民国時代になると各地に交渉署が設置され、中央政府から派遣された交渉員が領事との外交交渉に当たった。本アーカイブには交渉員と領事の通信記録が多い。 
左は鎮江領事から鎮江交渉員宛書簡。1925 年の 5・30 事件以後、各地で反英運動が激化する中、鎮江の暴動で英国が受けた損害に対して賠償を求めている 

（FO 385/19）。寧波交渉員から寧波臨時領事宛書簡で、南京国民政府は外国人の損害に対する責任を負いかねるとの外交総長からの電信を受け取ったことを伝える 
（FO 670/217）。左から 3 つ目は漢口交渉員から臨時領事宛書簡で、条約に違反して英系タバコ会社が内地に販売事務所や倉庫を構えていたので、封鎖を命じた
ことを伝えている（FO 670/198）。右は寧波交渉員から臨時領事宛書簡で、タバコを密輸していた英籍中国人商人が拘束され警察に引き渡されたことを伝える 

（FO 670/207）。

民国期の交渉署と領事の通信 ～反英暴動による損害と補償、外国企業による内地販売事務所設置、英籍中国人商人～
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